
法 務 省1 丁

本
籍

現
住
所

出
生
地年

平
成

堯|天
一
ハ
ー
ー

｛
ハ
ー

《
ハ
ー
ニ七 四

一
一 〃〃〃

札
幌
地
方
検
察
庁
岩
見
沢
支
’
勤
務
を
命
ず
る

三
二
八
札
幌
地
方
検
察
庁
岩
見
沢
支
冊
勤
務
を
免
ず
る

四
一
水
戸
地
方
検
察
庁
検
事
Ｉ
配
置
樺
す
る

四
一
東
京
地
方
検
察
庁
捗
事
Ｉ
配
置
捗
す
る

四
一
法
携
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
Ｉ
併
任
す
る

七
外
務
省
Ｉ
出
向
さ
せ
る

俵
渉
事
携
官
（
伝
播
省
刑
事
局
什
）
の
併
任
を
解
除
す
る

札
幌
地
方
検
察
庁
岩
見
沢
支
部
勤
務
を
免
ず
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

水
戸
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

一
一
一

一
一

七

札
幌
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

世

事

出
生
年
月
日
一
昭
和
三
五
年
一
月
五
日

氏旧

項
氏

名 名
１
１
１
０
０
０
Ｊ
０
０

曽そ0

木ぎ司
法
試
験
管
理
委
員
会

最
高
裁
判
所

法
務
省

庁

徹三
〃 〃 〃〃 〃 〃 〃

也や
名



’

1’

’

法 務 省 十

〃

生

九 〃

一

七 〃

一

五 I △

と2

一
一

マーー▼マーーー

〃 〃

一

○

平
成
七
年

〃

Ｐ
」

八 〃

“一一 ▲

○ 四
一
一
一

一
一
ハ 〃 八 七 七

月

〃

＝

四

一

一
一
一

一
一
一

一

一二

八
《
ハ

一
一
一

〃

一

○ 一
一

日

警
察
庁
事
務
官
の
兼
任
を
免
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
八
王
子
支
部
勤
務
を
命
ず
る

警
察
庁
刑
事
局
犯
罪
鑑
識
官
を
命
ず
る

警
察
庁
事
務
官
に
兼
ね
て
任
命
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

宇
都
宮
地
方
検
察
庁
三
席
検
事
の
指
名
を
解
く

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

宇
都
宮
地
方
検
察
庁
三
席
検
事
に
指
名
す
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

宇
都
宮
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

帰
朝
を
命
ず
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

外
務
事
務
官
（
在
ド
イ
ツ
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

事

項

警
察
庁

法

務

省

警
察
庁

最
高
裁
判
所

法
務
省

〃

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

〃 〃

外

務

省

庁
名

2 丁



〉

k

I

法 務

｜

省｜
’

■ 日■

令
和
令
和

元元

－
－■

三

○

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
一ー一＝一一‐

一

一

八

■■■■■■■■■■■

一
一

七

・--菫一一一

〃

ーー

一
一

四

ー一

〃

ー

=二
一
一
一

ーー

一
一
一

平
成
二
○

－

年

九九 七 九 七 〃 八 〃 四
一三二 七

月

_こき_こき

一
一

五 五

。
一
一
一 九 七 八 功一

一 二 －
日

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
刑
事
部
長
を
命
ず
る

甲
府
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
特
別
捜
査
部
長
を
命
ず
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
保
護
局
総
務
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
保
護
局
総
務
課
長
に
充
て
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

－

〃 〃

一一』垂一一二一一一一

法
務
省

庁
名


